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清掃作業従事者研修（企業内研修）実施状況報告書に係る審査料の改定について 

 

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、建築物衛生法第 12条の２に基づく登録制度において、登録の要件の一つとなって 

いる作業従事者に対する研修については、厚生労働大臣の登録を受けた者 （以下「登録機 

関」という。）が実施するもののほか、登録を受けようとする事業主が自ら研修（企業内研 

修）を行うことも認められているところです。 

しかしながら、事業主が自ら研修（企業内研修）を行う場合、当該研修については登録機 

関が実施する研修に相当するものであることが求められており、研修に使用する教材及び

研修の指導者等に関し、登録機関が行う 研修に相当するものであるか否かを十分審査する

ことが求められています。 

事業主が自ら研修（企業内研修）を行った後、当協会あて提出された実施報告書を審査す 

るにあたり、当協会会員企業については無料とし、非会員企業については有料で審査を行っ

ているところですが、令和３年４月１日受付分より、次のとおり審査料を改定することと致

しましたのでお知らせします。 

 

記 

 

１ 改定内容   

【現行】        (税込み)     【改定後】       (税込み) 

区  分   1審査につき  

 

区   分 1審査につき 

会員企業  無料 会員企業 無料 

非会員企業  ５,０００円 非会員企業 ５,５００円 

 

２ 改定の実施時期 

  令和３年４月１日受付分より                   

 

                      （事務局 TEL:011-615-1100）   

 

 

 


